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移
民
流
入
の
削
減
を
め
ざ
し
て
政

府
が
実
施
し
て
い
る
移
民
政
策
に
よ

り
、
Ｅ
Ｕ
域
外
か
ら
の
就
労
・
就
学

目
的
の
移
民
の
流
入
が
減
少
す
る
一

方
で
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
か
ら
の
移
民
労

働
者
が
増
加
傾
向
に
あ
る
。
来
年
に

は
ル
ー
マ
ニ
ア
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
移
民

に
対
す
る
就
労
制
限
の
廃
止
も
予
定

さ
れ
て
お
り
、
移
民
増
が
予
測
さ
れ

る
か
た
わ
ら
、
こ
れ
ま
で
両
国
か
ら

の
労
働
者
を
活
用
し
て
き
た
農
業
な

ど
の
分
野
で
は
労
働
力
不
足
が
懸
念

さ
れ
て
い
る
。

経
済
危
機
国
か
ら
の
移
民
が

急
速
に
拡
大

　

統
計
局
が
八
月
末
に
公
表
し
た
移

民
関
連
統
計
に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
二

年
通
年
の
移
民
の
純
流
入
数
（
流
入

数
か
ら
流
出
数
を
差
し
引
い
た
も

の
）
は
一
七
万
六
〇
〇
〇
人
で
、
前

年
の
二
一
万
五
〇
〇
〇
人
か
ら
大
き

く
減
少
し
た（
１
）。
近

年
の
移
民
制
度
の
厳
格

化
を
背
景
に
、
Ｅ
Ｕ
域

外
か
ら
の
就
労
や
就
学

目
的
、
ま
た
家
族
の
帯
同
・
呼
び
寄

せ
に
よ
る
流
入
数
が
減
少
し
て
い
る

こ
と
が
主
な
要
因
だ
。
一
方
、
Ｅ
Ｕ

域
内
か
ら
の
就
労
目
的
に
よ
る
流
入

は
増
加
し
て
い
る
。
二
〇
〇
四
年
に

Ｅ
Ｕ
に
加
盟
し
た
旧
東
欧
諸
国
か
ら

の
移
民
労
働
者
が
主
流
で
あ
る
傾
向

は
変
わ
ら
な
い
も
の
の
、
不
況
以
降

は
こ
う
し
た
加
盟
国
か
ら
の
純
流
入

数
が
緩
や
か
に
減
少
す
る
中
、
旧
加

盟
国
（
Ｅ
Ｕ
14
）
か
ら
の
移
民
労
働

者
は
増
加
傾
向
に
あ
る
（
図
表
１
）。

　

国
別
の
労
働
者
の
年
々
の
増
加
に

つ
い
て
は
、
移
民
統
計
の
一
環
と
し

て
公
表
さ
れ
て
い
る
国
民
保
険
（
国

内
で
就
労
・
給
付
申
請
を
行
う
場
合

に
登
録
が
必
要
と
な
る
社
会
保
険
制

度
）
の
新
規
登
録
数（
２
）に
関
す
る

デ
ー
タ
か
ら
推
測
す
る
こ
と
が
で
き

る（
図
表
２
）。
二
〇
一
二
年
度
に
は
、

前
年
度
に
続
き
ポ
ー
ラ
ン
ド
移
民
に

よ
る
登
録
件
数
が
最
多
と
な
っ
た
ほ

か
、
ス
ペ
イ
ン
、
イ
タ
リ
ア
、
ポ
ル

ト
ガ
ル
と
い
っ
た
南
欧
諸
国
か
ら
の

移
民
の
登
録
が
大
幅
に
増
加
す
る
一

方
、
前
年
度
は
上
位
に

あ
っ
た
イ
ン
ド
、
パ
キ
ス

タ
ン
移
民
の
登
録
は
三
～

五
割
減
少
し
て
い
る
。
ア

ジ
ア
か
ら
の
移
民
労
働
者

が
急
速
に
減
少
す
る
一
方

で
、
不
況
に
よ
り
雇
用
状

況
が
悪
化
し
た
南
欧
諸
国

か
ら
の
移
民
労
働
者
が
増

加
し
て
い
る
状
況
が
窺
え

る
。
Ｅ
Ｕ
で
は
現
在
、
景

気
回
復
の
兆
し
が
報
じ
ら
れ
て
い
る

が
（
二
〇
一
三
年
第
２
四
半
期
の
Ｇ

Ｄ
Ｐ
成
長
率
は
〇
・
三
％
）、
雇
用

は
引
き
続
き
厳
し
い
状
況
に
あ
る
。

八
月
時
点
の
Ｅ
Ｕ
全
体
の
失
業
率
は

一
〇
・
九
％
と
前
月
か
ら
横
ば
い
で
、

ス
ペ
イ
ン
や
ギ
リ
シ
ャ
で
は
労
働
力

人
口
の
四
分
の
一
以
上
が
依
然
と
し

て
失
業
状
態
に
あ
る（
３
）。

　

な
お
同
レ
ポ
ー
ト
は
、
既
存
の
国

海
外
労
働
事
情

イ
ギ
リ
ス

欧
州
諸
国
か
ら
の
移
民
労
働
者
の
増
加
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図表１　就労目的の純流入数の推移

順位（カッコ内
は前年度）

国名
新規登録者数
（千人）

前年度からの
増減

 1（ 1） ポーランド 91.36 15％
 2（ 5） スペイン 45.53 50％
 3（ 6） イタリア 32.8 35％
 4（ 2） インド 31.25 -34％
 5（ 4） リトアニア 27.32 -18％
 6（10） ハンガリー 24.67 36％
 7（11） ポルトガル 24.55 43％
 8（ 8） フランス 21.23 -2％
 9（ 7） ルーマニア 17.82 -22％
10（ 3） パキスタン 16.16 -58％
11（12） アイルランド 15.54 -2％
12（ 9） ラトヴィア 13.6 -27％
13（13） 中国 12.01 -19％
14（14） オーストラリア 11.78 -17％
15（19） スロヴァキア 11.48 16％
16（17） ドイツ 10.95 -7％
17（15） ナイジェリア 10.51 -24％
18（16） ブルガリア 10.4 -17％
19（18） アメリカ 9.03 -10％
20（24） ギリシャ 8.68 44％

受給者種別 計
（不明含む）

EU 
旧加盟国

EU 
新規加盟国

その他
欧州 アフリカ アジア・

中東
その他
EU外

求職者 142.27 25.17 34.93 4.88 34.58 33.43 7.06

就労困難者 139.48 23.68 13.13 10.67 29.61 49.78 6.96

一人親 40.23 3.77 3.09 2.33 18.05 9.95 2.76

介護者 41.27 4.2 4.14 2.03 6.16 22.03 1.73

その他低所得 9.36 1.29 0.61 0.41 2.05 3.61 0.37

障害者 17.38 2.94 2.47 0.77 3.06 6.28 1.12

遺族 7.14 1.27 0.57 0.22 1.2 2.95 0.71

計 397.13 62.32 58.94 21.31 94.71 128.03 20.71

図表３　地域別・就労年齢層向け給付申請者数（2013年3月時点、千人）

図表２　出身国別国民保険新規登録者数 
（2012年度、上位20位）

資料出所： "Migration Statistics Quarterly Report, August 2013", Office for National 
Statistics

資料出所： "National Insurance Number Allocations to Adult 
Overseas Nationals Entering the UK – registrations to 
March 2013", Department for Work and Pensions

* 「その他EU外」には南北アメリカ、オーストラリア・オセアニアなどを含む
資料出所： "National Insurance Number Allocations to Adult Overseas Nationals Entering the UK – registrations 

to March 2013", Department for Work and Pensions
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民
保
険
登
録
者
に
関
す
る
情
報
と
社

会
保
障
給
付
申
請
者
の
デ
ー
タ
と
の

マ
ッ
チ
ン
グ
に
よ
り
、
就
労
年
齢
層

向
け
社
会
保
障
給
付
の
国
別
（
登
録

時
点
の
国
籍
）
の
申
請
者
数
も
推
計

し
て
い
る
（
図
表
３
）。
上
位
を
占

め
て
い
る
の
は
、パ
キ
ス
タ
ン
、ポ
ー

ラ
ン
ド
、
ソ
マ
リ
ア
、
イ
ン
ド
、
バ

ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
な
ど
で
、
ア
ジ
ア
・

中
東
や
ア
フ
リ
カ
諸
国
か
ら
の
移
民

の
申
請
者
が
多
い
ほ
か
、
従
来
か
ら

移
民
受
け
入
れ
が
行
わ
れ
て
き
た
旧

加
盟
国
や
そ
の
他
欧
州
諸
国
か
ら
の

移
民
に
つ
い
て
も
、
就
労
困
難
者
に

よ
る
給
付
申
請
者
の
比
率
が
相
対
的

に
高
い
。
一
方
、
Ｅ
Ｕ
新
規
加
盟
国

か
ら
の
移
民
の
給
付
申
請
者
は
、

ポ
ー
ラ
ン
ド
移
民
を
中
心
に
求
職
者

が
六
割
を
占
め
る
。

　

Ｅ
Ｕ
加
盟
国
及
び
一
部
の
欧
州
諸

国
（
ス
イ
ス
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
ア
イ

ス
ラ
ン
ド
、リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
）

か
ら
の
移
民
に
は
、
Ｅ
Ｕ
法
に
よ
り

イ
ギ
リ
ス
国
内
で
求
職
活
動
を
行
う

権
利
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
滞
在
中

は
イ
ギ
リ
ス
人
と
同
種
の
条
件
の
下

で
求
職
者
手
当
や
低
所
得
層
向
け
給

付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る（
４
）。

な
お
、
仕
事
を
得
る
見
込
み
が
な
く
、

路
上
生
活
に
転
じ
る
な
ど
生
活
を
維

持
で
き
な
い
状
況
に
あ
る
と
認
め
ら

れ
た
場
合
、
国
外
退
去
を
求
め
ら
れ

る
こ
と
と
な
る
。

農
業
労
働
は
域
外
移
民
よ
り

国
内
の
失
業
者
に

　

ま
た
二
〇
一
四
年
に
は
、
二
〇
〇

七
年
に
Ｅ
Ｕ
に
加
盟
し
た
ル
ー
マ
ニ

ア
お
よ
び
ブ
ル
ガ
リ
ア
に
対
す
る
就

労
規
制
が
廃
止
さ
れ
る
。
両
国
か
ら

の
労
働
者
は
現
在
、
一
部
の
職
種
等

で
雇
用
が
認
め
ら
れ
る
以
外
は
、
低

賃
金
の
肉
体
労
働
の
た
め
イ
ギ
リ
ス

人
労
働
者
を
調
達
し
に
く
い
と
い
わ

れ
る
季
節
労
働
（
Ｓ
Ａ
Ｗ
Ｓ
）
や
食

品
加
工
業
限
定
（
Ｓ
Ｂ
Ｓ
）
の
受
け

入
れ
ス
キ
ー
ム
、
あ
る
い
は
自
営
業

者
（
登
録
制
）
と
し
て
の
み
就
労
が

認
め
ら
れ
て
い
る
。
ブ
ル
ガ
リ
ア
か

ら
の
移
民
労
働
者
は
季
節
労
働
や
業

種
限
定
の
就
労
ス
キ
ー
ム
を
通
じ
て

就
労
す
る
比
率
が
、
ま
た
ル
ー
マ
ニ

ア
か
ら
の
移
民
労
働
者
は
自
営
業
者

の
比
率
が
高
い
（
そ
れ
ぞ
れ
六
割
程

度
）。
就
労
自
由
化
に
よ
り
、
業
種
・

職
種
を
問
わ
ず
就
労
が
可
能
と
な
る

ほ
か
、
社
会
保
障
制
度
に
つ
い
て
も

他
の
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
民
と
同
等
の
権
利

が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
両
国
か

ら
の
移
民
の
増
加
が
予
想
さ
れ
て
い

る（
５
）。

　

イ
ギ
リ
ス
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
な
ど

旧
東
欧
諸
国
の
二
〇
〇
四
年
の
Ｅ
Ｕ

加
盟
に
際
し
て
移
行
措
置
と
し
て
認

め
ら
れ
て
い
た
就
労
規
制
を
導
入
し

な
か
っ
た
結
果
、
予
測
を
大
幅
に
上

回
る
移
民
が
流
入
し
、
移
民
急
増
に

対
す
る
国
民
の
懸
念
の
拡
大
を
招
い

た
経
緯
が
あ
る（
６
）。
こ
う
し
た
懸

念
に
応
え
る
形
で
、
移
民
流
入
数
の

削
減
策
が
こ
こ
数
年
実
施
さ
れ
て
き

た
が
、
域
外
か
ら
の
移
民
に
つ
い
て

は
就
労
や
就
学
、
家
族
の
呼
び
寄
せ

等
に
関
す
る
制
度
の
厳
格
化
の
効
果

が
表
れ
て
き
て
い
る
も
の
の
、
欧
州

域
内
か
ら
の
移
民
の
流
入
に
は
同
種

の
引
き
締
め
策
を
導
入
し
に
く
い
の

が
現
状
だ
。

　

政
府
は
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
ブ
ル
ガ

リ
ア
に
対
す
る
就
労
自
由
化
に
よ
り
、

公
的
医
療
サ
ー
ビ
ス
や
社
会
保
障
制

度
の
利
用
を
目
当
て
と
し
た
移
民

（「
社
会
保
障
ツ
ー
リ
ズ
ム
」）
が
増

加
し
か
ね
な
い
と
し
て
、
加
盟
国
民

等
の
権
利
を
制
限
す
る
方
策
を
検
討

し
て
い
る（
７
）。
ま
た
、
ド
イ
ツ
や

オ
ラ
ン
ダ
な
ど
同
様
の
懸
念
を
持
つ

加
盟
国
と
と
も
に
、
欧
州
委
員
会
に

対
策
を
講
じ
る
よ
う
要
請
し
て
い
る
。

し
か
し
、
欧
州
委
員
会
や
貴
族
院
の

Ｅ
Ｕ
政
策
に
関
す
る
特
別
委
員
会
は
、

政
府
の
こ
う
し
た
主
張
は
デ
ー
タ
に

よ
る
裏
付
け
が
な
い
、
と
批
判
的
だ
。

　

ま
た
就
労
自
由
化
を
受
け
て
、
二

〇
〇
七
年
以
降
両
国
を
対
象
に
運
用

さ
れ
て
き
た
受
け
入
れ
ス
キ
ー
ム

（
Ｓ
Ａ
Ｗ
Ｓ
お
よ
び
Ｓ
Ｂ
Ｓ
）
は
、

一
二
月
を
も
っ
て
廃
止
さ
れ
る
こ
と

が
決
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
Ｓ
Ａ

Ｗ
Ｓ
は
、
年
間
二
万
一
二
五
〇
人
を

上
限
に
国
内
の
農
業
労
働
者
（
収
穫

作
業
従
事
者
）
の
三
分
の
一
を
供
給

し
て
お
り（
８
）、
ス
キ
ー
ム
を
通
じ

た
労
働
者
の
確
保
が
困
難
に
な
れ
ば
、

労
働
力
不
足
の
た
め
数
年
の
う
ち
に

農
作
物
価
格
の
上
昇
を
招
く
可
能
性

も
指
摘
さ
れ
て
い
た（
９
）。
政
府
は

廃
止
を
決
め
た
理
由
に
つ
い
て
、
国

内
や
Ｅ
Ｕ
で
は
未
だ
失
業
者
が
多
く
、

未
熟
練
労
働
者
の
需
要
は
域
内
で
充

足
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
、
Ｅ
Ｕ
域

外
か
ら
の
労
働
者
受
け
入
れ
の
必
要

性
を
否
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
ジ
ョ

ブ
セ
ン
タ
ー
プ
ラ
ス
や
業
界
団
体
な

ど
と
共
同
で
、
国
内
の
失
業
者
に
対

し
て
農
業
労
働
の
訓
練
や
就
職
面
接

の
機
会
を
提
供
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

試
行
、
成
果
を
上
げ
て
い
る
と
述
べ
、

失
業
者
に
よ
り
労
働
力
不
足
の
緩
和

を
図
る
意
向
を
示
し
て
い
る
。

若
く
高
学
歴
な
移
民
労
働
者

が
未
熟
練
・
短
期
の
労
働
に

従
事

　

政
府
の
諮
問
機
関
で
あ
る
移
民
提

言
委
員
会
（
Ｍ
Ａ
Ｃ
）
が
七
月
に
公

表
し
た
二
本
の
報
告
書
は
、
近
年
の

移
民
労
働
者
の
流
入
に
よ
る
経
済
や

社
会
へ
の
影
響
を
分
析
し
て
い
る
。

そ
の
一
つ
は
、
統
計
デ
ー
タ
か
ら
現

状
分
析
を
行
っ
た
も
の
だ
。
近
年
流

入
し
て
い
る
移
民
労
働
者
は
、
国
内

労
働
者
や
従
来
の
移
民
労
働
者
に
比

べ
て
平
均
年
齢
が
低
く
、
よ
り
高
い

教
育
資
格
を
持
ち
、
未
熟
練
業
種
の

仕
事
や
一
時
的
な
雇
用
、
あ
る
い
は

派
遣
事
業
者
を
通
じ
て
仕
事
に
就
く

傾
向
が
よ
り
強
い
。
こ
う
し
た
就
業

率
の
高
い
移
民
労
働
者
の
増
加
に
よ

り
、
従
来
イ
ギ
リ
ス
人
の
男
性
労
働

者
に
比
し
て
低
か
っ
た
男
性
移
民
労

働
者
の
就
業
率
は
、
不
況
期
以
降
逆

転
し
て
い
る
（
た
だ
し
女
性
に
つ
い

て
は
、
移
民
労
働
者
は
依
然
と
し
て

国
内
労
働
者
よ
り
就
業
率
が
低
い
）。

　

も
う
一
方
の
報
告
書
は
、
移
民
労

働
者
に
対
す
る
未
熟
練
業
種
の
需
要

の
高
さ
、
労
働
供
給
の
決
定
要
因
な

ど
を
分
析
し
た
も
の
だ
。
従
来
、
移

民
労
働
者
は
イ
ギ
リ
ス
人
が
望
ま
な

い
仕
事
を
引
き
受
け
て
い
る
と
説
明

さ
れ
て
い
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
人
は
必

ず
し
も
不
規
則
な
労
働
時
間
や
短
期

的
な
仕
事
、
最
低
賃
金
に
よ
る
仕
事

を
忌
避
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

と
く
に
不
況
以
降
は
、
後
の
仕
事
に

つ
な
が
る
の
で
あ
れ
ば
最
賃
に
よ
る

仕
事
も
厭
わ
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
雇
用
主
や
人
材
業
者
は
、
移
民

労
働
者
に
つ
い
て
勤
勉
で
柔
軟
な
利

用
が
可
能
な
労
働
力
と
し
て
評
価
し

て
い
る（
10
）も
の
の
、
直
接
雇
用
に

は
つ
な
が
っ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
イ

ギ
リ
ス
人
の
若
年
労
働
者
の
雇
用
の

妨
げ
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
若
者
に

対
す
る「
怠
け
者
」と
い
う
ス
テ
レ
オ

タ
イ
プ
な
見
方
で
あ
る
。
一
方
、
派

遣
事
業
者
を
通
じ
た
就
労
は
新
た
な

移
民
に
就
業
機
会
を
提
供
し
て
い
る

側
面
が
あ
る
が
、
事
業
者
側
は
不
況

以
降
、
従
来
よ
り
受
け
入
れ
対
象
を

選
ぶ
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
る
と
み
ら

れ
る
―
―
な
ど
と
し
て
い
る
。

［
注
］

１　

た
だ
し
、
前
回
五
月
に
公
表
さ
れ
た

二
〇
一
二
年
九
月
ま
で
の
一
年
間
の
純

流
入
数
一
五
万
三
〇
〇
〇
人
か
ら
は
増

加
し
て
い
る
。
就
労
目
的
の
外
国
人
・

イ
ギ
リ
ス
人
の
出
国
数
の
減
な
ど
に
よ

る
。

２　

国
民
保
険
は
加
入
者
の
出
入
国
と
連

動
し
た
制
度
で
は
な
い
た
め
、
移
民
の

ス
ト
ッ
ク
に
関
す
る
デ
ー
タ
を
得
る
こ

と
は
で
き
な
い
。

３　

ス
ペ
イ
ン
の
失
業
率
は
二
六
・
二
％
、

ギ
リ
シ
ャ
は
二
七
・
九
％
（
六
月
時
点
）。

若
年
失
業
率
は
そ
れ
ぞ
れ
五
六
％
と
六

一
・
五
％
（
同
）。

４　
「
求
職
者
」（
イ
ギ
リ
ス
で
の
就
労
実
績

が
な
い
）
と
し
て
滞
在
す
る
場
合
に
は
、

ジ
ョ
ブ
セ
ン
タ
ー
・
プ
ラ
ス
に
求
職
者

と
し
て
登
録
し
て
求
職
活
動
を
行
う
こ

と
が
条
件
と
な
る
。
所
得
額
等
の
要
件
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ア
メ
リ
カ

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
が
三
年
以
内
に
最
低

賃
金
を
一
〇
ド
ル
に
引
き
上
げ

を
満
た
せ
ば
低
所
得
者
向
け
の
所
得
調

査
制
求
職
者
手
当
や
、
住
宅
給
付
、
地

方
税
に
対
す
る
控
除
な
ど
の
申
請
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
。
給
付
の
申
請
に
は
、

居
住
権
テ
ス
ト
（
居
住
権
を
取
得
す
る
か
、

求
職
等
の
た
め
当
面
の
間
国
内
に
滞
在

す
る
こ
と
の
証
明
）
が
課
さ
れ
る
。
ま
た
、

国
内
で
一
定
期
間
の
就
労
を
経
た
後
に

仕
事
を
失
い
、
所
定
の
要
件
（
一
年
以

上
の
継
続
的
雇
用
、
あ
る
い
は
一
年
未

満
の
有
期
雇
用
の
後
六
カ
月
を
超
え
て

失
業
し
て
い
な
い
こ
と
、
職
業
訓
練
へ

の
参
加
、
あ
る
い
は
一
時
的
な
就
労
不

能
な
ど
）
を
満
た
す
場
合
は
、「
労
働
者
」

（w
orker

）
と
し
て
滞
在
を
認
め
ら
れ
る
。

国
民
保
険
料
の
拠
出
要
件
を
満
た
せ
ば

拠
出
制
求
職
者
手
当
（
定
額
・
最
長
六

カ
月
）
そ
の
他
の
給
付
の
申
請
が
可
能
で
、

居
住
権
テ
ス
ト
は
免
除
さ
れ
る
。

５　

八
月
半
ば
に
公
表
さ
れ
た
雇
用
統
計

で
は
、
両
国
か
ら
の
移
民
の
就
業
者
数

が
二
〇
一
四
年
の
自
由
化
を
待
た
ず
に

大
き
く
増
加
（
二
〇
一
三
年
四-

六
月

期
に
一
四
万
一
〇
〇
〇
人
、
対
前
年
比

三
五
％
増
）
し
、
関
心
を
集
め
た
。
増

加
の
原
因
は
不
明
だ
が
、
全
般
的
な
雇

用
の
好
調
や
、
就
労
自
由
化
に
先
立
っ

て
良
い
仕
事
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
労

働
者
の
増
加
、
あ
る
い
は
ル
ー
マ
ニ
ア

移
民
を
多
く
抱
え
る
ス
ペ
イ
ン
の
雇
用

悪
化
な
ど
、
様
々
な
可
能
性
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。

６　

七
月
に
Ｅ
Ｕ
加
盟
を
果
た
し
た
ク
ロ

ア
チ
ア
か
ら
新
た
に
入
国
す
る
移
民
労

働
者
に
対
し
て
は
、
移
行
措
置
と
し
て
、

Ｅ
Ｕ
域
外
の
労
働
者
と
同
様
の
就
労
制

限
が
適
用
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
自
営

業
者
と
し
て
の
就
労
は
制
限
さ
れ
な
い
。

７　

今
秋
に
議
会
に
提
出
さ
れ
る
予
定
の

移
民
法
案
に
は
、
欧
州
域
外
か
ら
の
移

民
に
対
し
て
公
的
医
療
サ
ー
ビ
ス
に
関

す
る
課
金
を
厳
格
化
す
る
内
容
が
盛
り

込
ま
れ
る
。
従
来
無
料
で
提
供
さ
れ
て

い
た
一
次
診
療
に
つ
い
て
、
滞
在
期
間

が
六
カ
月
以
内
の
短
期
滞
在
者
に
は
実

費
、
六
カ
月
を
超
え
る
一
時
滞
在
者
に

は
滞
在
期
間
に
応
じ
た
年
当
た
り
の
負

担
金
（
政
府
案
は
年
二
〇
〇
も
し
く
は

五
〇
〇
ポ
ン
ド
）
ま
た
は
民
間
医
療
保

険
の
加
入
を
義
務
付
け
る
と
い
う
も
の
。

滞
在
五
年
を
経
て
、
永
住
権
を
取
得
し

た
場
合
は
、
サ
ー
ビ
ス
は
無
料
と
な
る
。

８　

こ
の
ほ
か
、
約
五
割
が
ポ
ー
ラ
ン
ド

の
移
民
労
働
者
。

９　

例
え
ば
Ｍ
Ａ
Ｃ
は
、
就
労
自
由
化
後

に
は
両
国
か
ら
の
移
民
労
働
者
が
よ
り

条
件
の
良
い
仕
事
に
シ
フ
ト
す
る
可
能

性
が
高
く
、
数
年
の
う
ち
に
労
働
力
不

足
が
生
じ
る
と
予
測
、
対
応
策
と
し
て

新
た
に
Ｅ
Ｕ
域
外
（
例
え
ば
ウ
ク
ラ
イ

ナ
）
か
ら
季
節
労
働
者
を
受
け
入
れ
る

こ
と
を
政
府
に
提
案
し
て
い
た
。
ま
た
、

農
業
団
体
も
著
し
い
人
手
不
足
が
生
じ

る
と
主
張
、
ス
キ
ー
ム
廃
止
の
決
定
に

強
く
反
発
し
て
い
る
。

10　

現
地
メ
デ
ィ
ア
に
よ
れ
ば
、
大
手
小

売
業
企
業
モ
リ
ソ
ン
ズ
の
元
人
事
責
任

者
は
、
最
低
賃
金
や
不
安
定
な
労
働
時

間
で
も
熱
心
に
働
く
移
民
労
働
者
を
雇

用
で
き
る
こ
と
で
、
賃
金
相
場
が
抑
制

さ
れ
、
二
〇
年
前
な
ら
考
え
ら
れ
な
い

よ
う
な
柔
軟
な
労
働
力
の
調
達
が
可
能

に
な
っ
た
、
と
述
べ
、
背
景
と
し
て
最

低
限
の
法
規
制
、
労
組
の
弱
体
化
の
影

響
を
挙
げ
て
い
る
。

［
参
考
資
料
］
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に
留
ま
る
な
か
、
そ
の
水
準
で
一
日

八
時
間
働
い
て
も
貧
困
ラ
イ
ン
を
上

回
る
年
収
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
し
て
、
連
邦
最
賃
の
引
き
上
げ
が

議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

今
回
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
最
低

賃
金
引
き
上
げ
は
、
そ
の
動
き
を
先

取
り
し
た
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

連
邦
最
賃
と
州
別
最
賃

　

ま
ず
、
ア
メ
リ
カ
の
最
低
賃
金
の

仕
組
み
か
ら
説
明
し
よ
う
。
ア
メ
リ

カ
に
は
連
邦
最
賃
と
州
別
最
賃
の
二

つ
が
あ
る
。
全
米
で
連
邦
最
賃
を
上

回
る
最
低
賃
金
を
持
つ
州
は
一
九
あ

る
。

　

と
な
る
と
、
ほ
と
ん
ど
の
州
が
連

邦
最
賃
と
同
じ
か
、
下
回
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
州
別
最
賃

が
連
邦
最
賃
よ
り
も
強
制
力
が
あ
る

と
い
う
意
味
で
は
な
い
。

　

州
別
最
賃
が
連
邦
最
賃
よ
り
も
低

い
場
合
、
次
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
基
本
的
に
は
、
ど
の
州
に

住
ん
で
い
る
労
働
者
で
あ
っ
て
も
連

邦
最
賃
が
適
用
さ
れ
る
が
、
企
業
規

模
と
年
商
、
職
務
内
容
な
ど
に
よ
っ

て
連
邦
最
賃
に
は
適
用
除
外
と
な
る

部
分
が
あ
る
。
そ
の
部
分
に
州
別
最

賃
が
適
用
さ
れ
る
。

　

州
別
最
賃
が
連
邦
最
賃
よ
り
も
高

い
場
合
は
少
し
複
雑
だ
。
連
邦
最
賃

の
対
象
と
な
っ
て
い
る
労
働
者
に
は
、

州
別
最
賃
が
適
用
さ
れ
る
。
か
と

い
っ
て
、
連
邦
最
賃
の
適
用
除
外
と

な
っ
て
い
る
労
働
者
に
ま
で
そ
の
州

別
最
賃
が
適
用
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、

州
ご
と
に
異
な
っ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、
単
純
に
州
別
最
賃
が
連

邦
最
賃
よ
り
も
高
い
か
低
い
か
だ
け

で
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
州
ご
と
に

適
用
条
件
を
み
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

連
邦
最
賃
の
適
用
条
件
と
対
象
者

を
み
て
み
よ
う
。

　

ま
ず
、
従
業
員
を
二
人
以
上
雇
用

し
て
い
る
か
、
も
し
く
は
年
商
が
五

〇
万
ド
ル
を
超
え
る
企
業
が
対
象
と

な
る
。
そ
こ
に
は
政
府
機
関
や
学
校
、

病
院
な
ど
も
含
ま
れ
る
。

　

そ
の
う
え
で
、
管
理
的
、
専
門
的
、

裁
量
的
業
務
な
ど
を
行
っ
て
い
る
労

働
者
は
対
象
か
ら
は
ず
さ
れ
る
。
そ

の
ほ
か
、
レ
ス
ト
ラ
ン
な
ど
で
チ
ッ

プ
を
受
け
取
っ
て
働
く
労
働
者
は
、

そ
の
分
を
あ
ら
か
じ
め
見
込
ん
で
最

低
賃
金
が
低
く
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、

二
〇
歳
未
満
で
働
い
て
か
ら
九
〇
日

未
満
の
労
働
者
、
職
業
訓
練
中
、
大

学
生
な
ど
も
通
常
よ
り
も
低
い
。

　

し
た
が
っ
て
、
従
業
員
二
人
以
上
、

も
し
く
は
年
商
五
〇
万
ド
ル
の
ど
ち

ら
の
条
件
に
も
か
か
ら
な
い
企
業
や
、

通
常
よ
り
も
最
賃
が
低
く
設
定
さ
れ

る
労
働
者
に
む
け
た
最
賃
を
、
そ
れ

ぞ
れ
の
州
が
独
自
に
定
め
て
い
る
場

合
と
、
連
邦
最
賃
そ
の
も
の
を
高
く

引
き
上
げ
る
こ
と
が
あ
る
の
が
州
別

最
賃
な
の
で
あ
る
。

二
〇
一
六
年
一
月
一
日
に 

一
〇
ド
ル

　

そ
の
う
ち
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州

は
、
適
用
除
外
と
な
る
職
務
や
職
位
、

チ
ッ
プ
を
受
け
取
る
労
働
者
、
若
年
、

職
業
訓
練
中
、
学
生
な
ど
を
除
け
ば
、

す
べ
か
ら
く
州
別
最
賃
が
適
用
さ
れ

る
。
つ
ま
り
、
従
業
員
規
模
や
年
商

に
よ
る
適
用
除
外
は
存
在
し
な
い
。

　

向
こ
う
三
年
間
の
最
賃
引
き
上
げ

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。

　

現
在
の
最
低
賃
金
は
八
ド
ル
。
二

〇
一
四
年
七
月
一
日
に
は
九
ド
ル
へ
、

そ
し
て
二
〇
一
六
年
一
月
一
日
に
は

一
〇
ド
ル
へ
と
引
き
上
げ
ら
れ
る
。

　

こ
の
金
額
は
全
米
で
も
っ
と
も
高

い
も
の
と
な
る
だ
け
で
な
く
、
カ
リ

フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
人
口
は
ア
メ
リ
カ

で
も
っ
と
も
多
い
た
め
、
今
回
の
決

定
は
、
連
邦
最
賃
引
き
上
げ
議
論
に

も
影
響
を
与
え
る
だ
ろ
う
。

【
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最
低
賃
金
を
三
年
以
内
に
一
〇
ド

ル
に
引
き
上
げ
る
こ
と
を
九
月
二
五

日
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
が
決
め
た
。

　

連
邦
最
低
賃
金
が
七
・
二
五
ド
ル
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ド
イ
ツ

非
典
型
労
働
者
数
、
全
労
働
者
数
増
加
の

な
か
で
は
東
西
統
一
後
初
の
減
少

ア
」
条
項
の
禁
止
な
ど
）、
一
部
の

派
遣
先
産
業
部
門
の
労
働
協
約
に
お

い
て
均
等
処
遇
実
現
に
向
け
た
派
遣

特
別
手
当
が
合
意
さ
れ
た
り
、
さ
ら

に
は
連
邦
労
働
裁
判
所
に
お
い
て
派

遣
先
企
業
の
事
業
所
協
議
会
に
長
期

継
続
的
派
遣
労
働
者
の
受
け
入
れ
拒

否
権
が
認
め
ら
れ
た
り
し
て
お
り
、

こ
れ
ら
を
そ
の
要
因
の
一
つ
と
し
て

指
摘
す
る
者
も
い
る
。

　

あ
る
い
は
ま
た
、
企
業
が
（
多
く

の
場
合
、
比
較
的
低
賃
金
で
従
業
員

を
雇
用
す
る
）
下
請
企
業
等
に
仕
事

を
外
注
す
る
請
負
契
約
の
増
加
が
、

非
典
型
労
働
者
数
の
減
少
に
何
ら
か

の
影
響
を
及
ぼ
し
た
可
能
性
も
指
摘

さ
れ
て
い
る
。

減
少
傾
向
が
続
く
か
否
か

は
、
な
お
不
透
明

　

一
九
九
〇
年
の
東
西
ド
イ
ツ
統
一

以
降
、
非
典
型
就
労
者
の
割
合
は
、

ほ
ぼ
一
貫
し
て
増
大
し
て
き
て
い
た

（
一
九
九
一
年
の
全
労
働
者
に
占
め

る
非
典
型
労
働
者
の
割
合
は
一
二
・

八
％
、最
高
は
二
〇
〇
七
年
の
二
二
・

六
％
）。
し
か
し
、
二
〇
〇
八
年
秋

の
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
ご
ろ
か
ら
、

そ
の
増
加
傾
向
は
や
や
停
滞
（
あ
る

い
は
後
退
）
し
て
お
り
、
連
邦
統
計

局
は
、
少
な
く
と
も
数
年
は
、
こ
の

よ
う
な
傾
向
に
大
き
な
変
動
は
な
い

だ
ろ
う
と
説
明
し
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
前
述
の
ヴ
ェ
ー

バ
ー
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
非
典
型
労

働
者
の
減
少
傾
向
が
今
後
も
続
く
か

ど
う
か
は
ま
だ
分
か
ら
な
い
、
と
指

摘
す
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、

ヴ
ェ
ー
バ
ー
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
就

労
形
態
で
働
く
こ
と
が
比
較
的
多
い

女
性
や
高
年
層
の
就
業
者
数
が
し
だ

い
に
増
加
し
て
い
る
点
を
あ
げ
て
い

る
。
連
邦
統
計
局
の
調
査
に
よ
る
と
、

二
〇
一
二
年
の
女
性
就
業
者
数
は
約

一
八
一
九
万
人
（
一
九
九
一
年
：
約

一
五
四
四
万
人
）で
、一
五
歳
以
上
六

五
歳
未
満
女
性
全
体
の
約
六
八
％

（
同
：
約
五
七
％
）、
同
じ
く
五
五
歳

以
上
六
四
歳
未
満
の
就
業
者
数
は
約

六
五
六
万
人

（
同
：
約
四

一
八
万
人
）

で
、
同
年
齢

層
全
体
の
約

六
一
・
三
％

（
同
：
約
三

七
・
八
％
）

で
あ
っ
た
。
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表　ドイツにおける中核的就業者数*の推移（千人）

年 全体

従属的就労者

自営業者
家事労働
従事者（主
夫・主婦）合計

典型的労働者 非典型労働者

小計
うち

小計
うち

週20時間を超える 
パート労働者

有期 
労働者

週20時間以下の 
パート労働者

僅少 
労働者

派遣 
労働者

1991 34,680 31,386 26,948 1,751 4,437 1,968 2,555 654 - 2,859 435
1992 34,312 30,958 26,368 1,649 4,589 2,004 2,688 670 - 2,917 438
1993 33,760 30,361 25,927 1,707 4,434 1,792 2,767 649 - 3,003 395
1994 33,643 30,124 25,550 1,734 4,575 1,867 2,856 646 - 3,113 406
1995 33,601 30,039 25,185 1,672 4,854 1,986 3,026 750 - 3,159 403
1996 33,257 29,746 24,760 1,586 4,986 1,897 3,188 1,098 - 3,205 306
1997 32,946 29,350 24,119 1,628 5,231 1,955 3,392 1,310 - 3,314 282
1998 32,903 29,227 23,800 1,653 5,426 2,021 3,535 1,507 - 3,372 305
1999 33,298 29,678 23,727 1,674 5,951 2,302 3,834 1,744 - 3,379 241
2000 33,530 29,862 23,850 1,720 6,012 2,265 3,944 1,749 - 3,418 250
2001 33,714 29,941 23,828 1,801 6,114 2,212 4,127 1,816 - 3,411 361
2002 33,433 29,670 23,620 1,818 6,050 2,052 4,221 1,852 - 3,429 335
2003 32,937 29,133 22,903 1,824 6,229 2,069 4,407 1,943 - 3,502 302
2004 32,544 28,613 22,436 1,868 6,177 2,051 4,376 1,971 - 3,608 323
2005 33,116 28,992 22,138 1,979 6,854 2,498 4,673 2,416 - 3,795 329
2006 33,879 29,747 22,173 2,278 7,574 2,725 4,861 2,661 563 3,832 299
2007 34,480 30,338 22,554 2,309 7,785 2,752 4,946 2,766 616 3,838 303
2008 34,910 30,825 22,981 2,382 7,845 2,827 4,920 2,578 636 3,820 264
2009 34,802 30,755 23,057 2,486 7,699 2,734 4,915 2,574 560 3,877 170
2010 35,145 31,076 23,131 2,571 7,945 2,858 4,942 2,517 743 3,917 152
2011** 35,935 31,765 23,728 2,647 8,037 2,905 5,044 2,672 778 4,018 151
2012 36,276 32,124 24,232 2,763 7,891 2,735 5,017 2,548 745 4,013 136

* 就業者のうち、15歳以上65歳未満であり、職業教育訓練等にない者。
** 就業統計の把握方法が異なるため、時系列的な比較可能性は限定的であることに注意。
資料出所：ドイツ連邦統計局, Pressemitteilung vom 28.08.2013, S. 3; 同HP

　

二
〇
一
二
年
の
非
典
型
労
働
者
数

が
、
前
年
の
約
八
〇
四
万
人
（
全
労

働
者
に
占
め
る
非
典
型
労
働
者
の
割

合
：
二
二
・
四
％
）
か
ら
約
七
八
九

万
人
（
同
二
一
・
八
％
）
へ
と
、
約

一
五
万
人
減
少
し
て
い
た
こ
と
が
連

邦
統
計
局
の
調
査
で
わ
か
っ
た
。
全

労
働
者
数
が
増
加
す
る
中
で
の
非
典

型
労
働
者
数
の
減
少
は
、
東
西
ド
イ

ツ
統
一
後
初
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、

そ
の
要
因
に
つ
い
て
は
、
専
門
家
ら

の
間
で
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。

す
べ
て
の
形
態
で
減
少
へ
転
じ
る

　

連
邦
統
計
局
が
二
〇
一
三
年
八
月

二
八
日
に
発
表
し
た
報
道
資
料
に
よ

る
と
、
二
〇
一
二
年
に
お
け
る
「
非

典
型
労
働
者
」
の
数
は
、
有
期
労
働

者
が
約
二
七
四
万
人
（
前
年
比
約
一

七
万
人
減
）、
週
二
〇
時
間
以
下
の

短
時
間
労
働
者
が
約
五
〇
二
万
人

（
前
年
比
約
二
万
七
〇
〇
〇
人
減
）、

僅
少
労
働
者
が
約
二
五
五
万
人
（
前

年
比
約
一
二
万
四
〇
〇
〇
人
減
）、

派
遣
労
働
者
が
約
七
五
万
人
（
前
年

比
約
二
万
七
〇
〇
〇
人
減
）
で
あ
っ

た
。

　

一
方
、
二
〇
一
二
年
の
全
労
働
者

数
は
前
年
の
約
三
一
七
七
万
人
か
ら

約
三
二
一
二
万
人
へ
と
増
加
し
、
東

西
ド
イ
ツ
統
一
後
、
最
高
を
記
録
し

た
。
そ
の
背
景
に
は
、
増
大
す
る
女

性
や
高
年
層
の
就
業
参
加
が
あ
る
と

見
ら
れ
て
い
る
。

　

な
お
、
同
調
査
に
お
い
て
、
単
な

る
週
二
〇
時
間
以
上
の
短
時
間
労
働

者
は
、「
非
典
型
労
働
者
」
で
は
な
く
、

他
方
の
「
標
準
的
労
働
関
係
に
あ
る

就
労
者
」（
典
型
労
働
者
）
に
含
ま
れ

て
い
る
。

減
少
の
要
因

　

全
労
働
者
数
が
増
加
す
る
中
で
非

典
型
労
働
者
数
の
み
が
減
少
し
た
要

因
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
は
っ
き
り
と

し
て
い
な
い
。
だ
が
、
ド
イ
ツ
労
働

市
場
・
職
業
研
究
所
（
Ｉ
Ａ
Ｂ
）
の

エ
ン
ゾ
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
氏
は
、
そ
の

要
因
と
し
て
、
二
〇
一
〇
年
こ
ろ
か

ら
続
く
い
わ
ゆ
る
「
ユ
ー
ロ
危
機
」

の
中
で
も
な
お
好
調
な
ド
イ
ツ
国
内

経
済
を
背
景
と
し
た
失
業
率
の
低
下

と
、
看
護
・
介
護
職
や
技
術
職
を
は

じ
め
と
す
る
専
門
労
働
力
の
不
足
の

二
点
を
挙
げ
て
い
る
。
後
者
に
つ
い

て
ヴ
ェ
ー
バ
ー
氏
は
、「
一
〇
年
前
と

比
べ
、
企
業
側
は
専
門
労
働
者
の
獲

得
に
苦
慮
し
て
お
り
、
労
働
者
ら
は
、

例
え
ば
有
期
で
あ
っ
て
も
更
新
時
に

無
期
転
換
さ
れ
る
な
ど
、
典
型
的
な

雇
用
を
獲
得
し
や
す
く
な
っ
て
い
る

よ
う
で
あ
る
」
と
さ
ら
に
説
明
し
て

い
る
。

　

そ
の
他
、
と
く
に
派
遣
労
働
部
門

に
関
し
て
い
え
ば
、
二
〇
一
一
年
改

正
労
働
者
派
遣
法
に
よ
っ
て
規
制
が

再
強
化
さ
れ
た
り
（
特
定
部
門
最
低

賃
金
の
導
入
、
い
わ
ゆ
る
「
回
転
ド
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フ
ラ
ン
ス

求
職
者
支
援
策
を
選
択
と
集
中
の
体
制
へ

―
依
然
残
る
地
域
間
格
差

　

政
府
の
発
表
に
よ
る
と
八
月
の
失

業
者
数
は
二
七
カ
月
ぶ
り
の
減
少
と

い
う
こ
と
に
な
っ
た
が
、
国
立
統
計

経
済
研
究
所
（
Ｉ
Ｎ
Ｓ
Ｅ
Ｅ
）
が
発

表
し
た
第
２
四
半
期
の
失
業
率
は
、

前
期
比
で
一
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
て
一

〇
・
五
％
と
な
り
、
依
然
と
し
て
高

い
水
準
に
あ
る
。
雇
用
局
（P

ôle 
em

ploi

）
に
よ
る
失
業
者
の
雇
用
復

帰
の
た
め
の
施
策
は
、
よ
り
困
難
な

状
況
に
あ
る
失
業
者
を
優
先
的
に
支

援
す
る
戦
略
的
な
推
進
体
制
を
整
え

て
い
る
。
そ
の
一
方
で
地
域
別
の
視

点
で
は
、
失
業
率
の
高
い
地
方
に
必

ず
し
も
雇
用
局
の
職
員
は
手
厚
く
配

置
さ
れ
て
お
ら
ず
、
求
職
者
支
援
の

体
制
に
お
け
る
地
域
間
の
格
差
が
明

ら
か
に
な
っ
た
。

失
業
者
数
、
二
七
カ
月
ぶ
り

の
減
少

　

政
府
の
発
表
に
よ
る
と
、
二
〇
一

三
年
八
月
の
失
業
者
数
（
フ
ラ
ン
ス

本
土
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
Ａ
）（
１
）は
三

二
三
万
五
七
〇
〇
人
、
前
月
比
で
五

万
人
の
減
少
と
な
っ
た（
２
）。
失
業

者
数
の
減
少
は
二
〇
一
一
年
四
月
以

来
、
二
七
カ
月
ぶ
り
と
な
る
。
た
だ

一
カ
月
間
の
推
移
で
は
今
後
失
業
の

減
少
傾
向
が
継
続
す
る
の
か
を
判
断

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
慎
重
な

見
方
も
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
今
回

の
失
業
者
の
減
少
は
登
録
抹
消
に
よ

る
影
響
も
少
な
く
な
い
か
ら
だ
。
失

業
者
の
登
録
は
、
雇
用
局
へ
毎
月
出

向
く
義
務
な
ど
を
怠
っ
た
場
合
に
抹

消
さ
れ
る
。
八
月
に
登
録
抹
消
さ
れ

た
人
数
は
通
常
の
月
よ
り
多
か
っ
た
。

例
年
月
間
一
九
万
人
か
ら
二
一
万
人

を
推
移
し
て
お
り
、
五
月
＝
二
〇
万

一
二
〇
〇
人
、
六
月
＝
二
〇
万
九
八

〇
〇
人
、
七
月
＝
二
〇
万
人
で
あ
っ

た
が
、
八
月
に
は
二
七
万
七
五
〇
〇

人
が
登
録
抹
消
さ
れ
た
。
八
月
抹
消

分
の
う
ち
一
部
は
再
登
録
を
経
て
九

月
の
失
業
者
数
に
加
算
さ
れ
る
た
め
、

失
業
者
数
の
減
少
傾
向
が
こ
の
ま
ま

継
続
す
る
の
か
は
不
確
実
な
要
素
も

多
い
。

失
業
者
を
三
類
型
化
し
戦
略

的
に

　

厳
し
い
雇
用
情
勢
へ
の
対
応
と
し

て
、
雇
用
局
は
失
業
者
へ
の
支
援
を

戦
略
的
に
行
う
体
制
を
整
え
て
い
る
。

雇
用
復
帰
が
困
難
な
失
業
者
に
対
し

て
優
先
的
に
支
援
す
る
と
い
う
内
容

で
あ
る
。
カ
テ
ゴ
リ
ー
Ａ
と
Ｂ
の
求

職
者
三
九
〇
万
人
の
う
ち
、
約
一
四

〇
万
人
が
優
先
的
に
支
援
を
受
け
る

こ
と
に
な
る
。

　

九
月
一
日
の
時
点
で
、
雇
用
局
で

は
二
三
七
万
人
の
失
業
者
に
対
し
て
、

二
万
五
〇
〇
人
の
職
員
が
対
応
し
て

お
り
、
単
純
計
算
で
は
一
人
の
職
員

が
担
当
す
る
失
業
者
は
約
一
一
六
人

と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
一
人
の
職

員
が
三
〇
〇
人
の
失
業
者
を
対
応
す

る
と
い
う
支
局
も
あ
っ
た
と
い
う
。

今
後
は
失
業
者
を
三
つ
に
類
型
化
し
、

雇
用
復
帰
支
援
を
選
択
・
集
中
的
に

行
う
こ
と
に
な
る
。

　

ま
ず
、
雇
用
復
帰
が
困
難
な
長
期

失
業
者
一
三
万
三
〇
〇
〇
人
（
求
職

者
の
六
％
に
相
当
）
に
対
し
て
、
三

〇
〇
〇
人
の
職
員
が
対
応
す
る
こ
と

に
な
る
。
平
均
で
は
職
員
一
人
当
た

り
約
四
四
人
の
失
業
者
に
専
念
し
、

最
大
で
も
七
〇
人
を
担
当
す
る
体
制

に
な
る
。
雇
用
局
ジ
ャ
ン
・
バ
セ
レ

ス
局
長
に
よ
る
と
「
こ
の
一
年
間
に

雇
用
復
帰
支
援
の
専
門
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
数
を
六
倍
に
増
員
し
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
失
業
者
へ
目
の
行
き
届
い

た
体
制
と
な
っ
た
」。
そ
の
上
で
、

次
に
雇
用
復
帰
が
困
難
と
さ
れ
る
一

三
〇
万
人
（
求
職
者
の
五
五
％
に
相

当
）
に
対
し
て
一
万
二
四
〇
〇
人
の

職
員
が
担
当
す
る
。
職
員
平
均
一
〇

七
人
、
最
大
で
も
一
五
〇
人
の
体
制

と
な
る
。
そ
れ
以
外
の
求
職
者
九
三

万
四
〇
〇
〇
人
に
対
し
て
は
、
職
員

五
一
〇
〇
人
が
対
応
す
る
こ
と
に
な

る
。
平
均
で
は
一
人
当
た
り
約
一
八

三
人
で
あ
る
が
、
最
大
で
も
二
〇
〇

人
か
ら
三
五
〇
人
を
一
人
の
職
員
が

担
当
す
る
こ
と
に
な
る
。

高
失
業
率
地
域
で
職
員
数
少

な
い
傾
向
も

　

そ
の
一
方
で
雇
用
局
が
九
月
二
〇

日
に
公
表
し
た
資
料
に
よ
る
と
、
職

員
の
配
置
に
地
域
間
格
差
が
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
全
国
に
約

一
〇
〇
〇
カ
所
の
支
局
が
あ
る
が
、

全
国
平
均
す
る
と
職
員
一
人
当
た
り

担
当
す
る
失
業
者
数
は
一
一
六
人
だ

が
、
地
域
間
で
比
較
し
た
場
合
、
最

も
多
い
の
は
フ
ラ
ン
ス
本
土
の
北
部

の
ド
ゥ
エ
ー
郡
（
ノ
ー
ル
・
パ
ド
・

カ
レ
ー
県
）
で
、
職
員
一
人
当
た
り

の
失
業
者
数
が
一
九
二
人
で
あ
る
一

方
で
、
リ
ル
・
ル
ッ
ス
（
コ
ル
シ
カ

島
北
部
）
で
は
三
二
人
で
あ
り
、
六

倍
の
格
差
が
あ
る
。
二
〇
一
三
年
第

１
四
半
期
の
地
域
別
失
業
率
に
お
い

て
、
ノ
ー
ル
・
パ
ド
・
カ
レ
ー
県
で

は
一
四
・
一
％
で
全
国
平
均
の
一
〇
・

四
％
を
大
き
く
上
回
っ
て
い
た
の
に

対
し
て
、
コ
ル
シ
カ
島
は
平
均
を
下

回
る
一
〇
・
二
％
で
あ
っ
た
。
失
業

率
の
高
い
地
域
で
職
員
が
少
な
い
と

い
う
傾
向
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
に
な

る
。
二
〇
一
〇
年
に
も
職
員
の
配
置

に
関
す
る
類
似
の
デ
ー
タ
を
公
表
し

て
い
る
が
、
大
き
な
変
化
は
見
ら
れ

な
か
っ
た
。

［
注
］

１　

カ
テ
ゴ
リ
ー
Ａ
の
求
職
者
と
は
、
積

極
的
に
求
職
活
動
を
行
な
っ
て
い
る
求

職
者
の
う
ち
、
一
カ
月
間
に
一
切
の
就

労
活
動
を
行
な
わ
な
か
っ
た
者
を
指
す
。

カ
テ
ゴ
リ
ー
Ａ
の
求
職
者
が
「
失
業
者

（C
hôm

eur

）」ま
た
は「（
狭
義
の
）求
職

者
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

カ
テ
ゴ
リ
ー
Ｂ
と
は
、
積
極
的
な
就
職

活
動
を
行
な
っ
て
い
る
求
職
者
の
う
ち
、

一
カ
月
間
に
七
八
時
間
以
下
の
（
一
時

的
な
）
就
労
を
し
た
者
で
あ
り
、
一
カ

月
間
に
七
八
時
間
を
超
え
る
就
労
活
動

を
行
っ
た
者
を
カ
テ
ゴ
リ
ー
Ｃ
の
求
職

者
と
し
て
い
る
。
そ
の
他
の
参
考
と
し
て
、

本
誌
二
〇
一
三
年
七
月
号
Ｐ
47
注
１

２　

九
月
二
五
日
に
発
表
さ
れ
た
失
業
者

の
減
少
幅
は
前
月
比
で
五
万
人
で
あ
っ

た
が
、
そ
の
後
、
集
計
上
の
ミ
ス
が
発

覚
し
、
九
月
三
〇
日
の
発
表
に
よ
る
と

実
際
の
減
少
幅
は
二
万
二
〇
〇
〇
～
二

万
九
〇
〇
〇
人
程
度
と
さ
れ
て
い
る
（
参

考
資
料
の
五
つ
め
を
参
照
）。
一
〇
月
一

一
日
現
在
、
確
定
し
た
数
値
が
公
表
さ

れ
て
い
な
い
。

【
参
考
資
料
】

労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

 

（http://travail-em
ploi.gouv.fr/IM

G
/pdf/

PI-M
ensuelle-G

W
S085_2_.pdf

）

国
立
統
計
経
済
研
究
所
（
Ｉ
Ｎ
Ｓ
Ｅ
Ｅ
）

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

 

（http://w
w

w
.insee.fr/fr/them

es/tableau.

asp?reg_id=
99&

ref_id=
t_0707R

）

P
ôle em

ploi concentre ses efforts sur un 

ch
ô

m
eu

r su
r d

eu
x

, L
es E

ch
o

, 1
9 

septem
bre

 

（http://w
w

w
.lesechos.fr/econom

ie-

politique/france/actu/0203015120479-

pole-em
ploi-concentre-ses-efforts-sur-

un-chom
eur-sur-deux-607212.php

）

L
es vrais chiffres de P

ôle E
m

ploi, L
e 

Parisuen, 

 

（http://w
w

w
.leparisien.fr/event/pole-

em
ploi_chiffres.php

）

労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

 

（http://travail-em
ploi.gouv.fr/actualite-

p
re

sse
,4

2
/c

o
m

m
u

n
iq

u
e

s,2
1

3
8

/

cam
pagne-d-actualisation-des,16943.

htm
l)

（
国
際
研
究
部　

北
澤
謙
）

（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
最
終
閲
覧
：
二
〇
一
三

年
一
〇
月
一
一
日
）
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三
五
・
五
九
％
で
前
年
比
一
・
四
五
％

ポ
イ
ン
ト
、
公
共
機
関
は
三
四
・
六

一
％
で
同
一
・
二
六
％
ポ
イ
ン
ト
そ

れ
ぞ
れ
上
昇
し
た
。
他
方
、
従
業
員

一
〇
〇
〇
人
以
上
の
大
企
業
は
三

七
・
四
六
％
で
前
年
比
〇
・
〇
六
％

ポ
イ
ン
ト
低
下
し
た
。

　

女
性
管
理
職
比
率
は
、
従
業
員
一

〇
〇
〇
人
以
上
の
民
間
企
業
は
一

八
・
七
四
％
で
前
年
比
〇
・
四
二
％

ポ
イ
ン
ト
、
従
業
員
一
〇
〇
〇
人
未

満
の
民
間
企
業
は
一
七
・
二
八
％
で

同
〇
・
三
五
％
ポ
イ
ン
ト
そ
れ
ぞ
れ

上
昇
し
た
。公
共
機
関
は
前
年
比
〇
・

五
四
％
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
た
が
民
間

企
業
よ
り
も
低
い
一
一
・
五
五
％
で

あ
っ
た
（
表
２
）。

改
善
措
置
の
達
成
基
準
を
部

門
平
均
の
七
〇
％
以
上
に
引

き
上
げ

　

政
府
は
、
今
回
の
調
査
結
果
で
女

性
の
雇
用
比
率
が
各
部
門
平
均
の
六

〇
％
に
満
た
な
か
っ
た
民
間
企
業
お

よ
び
公
共
機
関
の
八
九
九
事
業
所
に

対
し
、
改
善
計
画
を
策
定
・
実
施
す

る
よ
う
勧
告
す
る
予
定
で
あ
る
。

　

ま
た
、
政
府
は
今
後
、
雇
用
改
善

措
置
の
達
成
基
準
を
各
部
門
平
均
の

七
〇
％
以
上
に
引
き
上
げ
る
関
連
法

施
行
規
則
の
改
正
を
実
施
す
る
方
針

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
積
極
的
雇
用
改

善
措
置
の
優
秀
企
業
に
対
し
て
は
、

政
府
（
調
達
庁
、
中
小
企
業
庁
）
の

入
札
時
に
加
算
点
を
付
与
、
従
業
員

の
職
業
能
力
開
発
費
用
を
支
援
す
る

貸
出
制
度
を
優
先
的
に
提
供
、
女
性

の
雇
用
環
境
改
善
の
た
め
の
資
金
融

資
事
業
、
勤
労
福
祉
公
団
の
勤
労
奨

学
事
業
、
中
小
企
業
福
祉
施
設
融
資

事
業
を
優
先
的
に
適
用
な
ど
の
さ
ま

ざ
ま
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
導
入
し
、

女
性
の
活
用
を
積
極
的
に
支
援
し
て

い
く
計
画
で
あ
る
。

　

イ
・
ス
ヨ
ン
雇
用
労
働
部
高
齢
社

会
人
力
審
議
官
は
「
積
極
的
雇
用
改

善
措
置
は
、
同
業
他
社
に
比
べ
て
女

性
の
雇
用
に
消
極
的
な
企
業
の
認
識

を
変
え
、
女
性
の
雇
用
を
妨
げ
る
人

事
慣
行
な
ど
を
改
善
す
る
た
め
に
導

入
さ
れ
た
。
企
業
に
刺
激
を
与
え
、

女
性
の
雇
用
環
境
を
改
善
す
る
た
め

の
努
力
に
つ
な
が
る
こ
と
を
期
待
し

て
い
る
」
と
述
べ
た
。

（
国
際
研
究
部
）

　

韓
国
が
女
性
の
雇
用
割
合
を
高
め

る
た
め
に
積
極
的
雇
用
改
善
措
置
を

導
入
し
て
か
ら
六
年
が
経
過
し
た
。

し
か
し
、
女
性
の
雇
用
比
率
と
管
理

職
比
率
は
依
然
と
し
て
横
ば
い
で
推

移
し
て
い
る
。
特
に
従
業
員
一
〇
〇

〇
人
以
上
の
大
企
業
で
は
昨
年
、
女

性
の
雇
用
比
率
が
低
下
し
た
。
政
府

は
、
雇
用
改
善
措
置
の
達
成
基
準
を

六
〇
％
か
ら
七
〇
％
に
引
き
上
げ
、

女
性
の
雇
用
拡
大
を
促
す
方
針
で
あ

る
。男

女
雇
用
平
等
法
に
基
づ
く

積
極
的
雇
用
措
置
の
概
要

　

韓
国
は
、
二
〇
〇
五
年
一
二
月
に

「
男
女
雇
用
平
等
お
よ
び
仕
事
・
家

庭
の
両
立
支
援
に
関
す
る
法
律
」（
男

女
雇
用
平
等
法
）
を
改
正
し
、
二
〇

〇
六 

年
三
月
一
日
か
ら
積
極
的
雇

用
改
善
措
置
制
度
を
導
入
し
た
。
同

制
度
は
、
現
存
す
る
男
女
差
別
を
解

消
し
て
雇
用
平
等
を
促
進
す
る
た
め

一
時
的
に
特
定
の
性
を
優
遇
す
る
措

置
（A

ffi
rm

ative A
ction

）
で
あ
る
。

　

現
在
は
、
常
用
労
働
者
五
〇
〇
人

以
上
の
民
間
企
業
お
よ
び
五
〇
人
以

上
の
公
共
機
関
な
ど
一
七
七
八
事
業

所
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
（
表
１
）。

積
極
的
雇
用
改
善
措
置
の
内
容
は
、

対
象
事
業
所
に
男
女
別
雇
用
者
数
と

女
性
管
理
職
比
率
の
提
出
を
義
務
づ

け
、
規
模
別
産
業
別
に
平
均
値
を
算

定
す
る
こ
と
、
女
性
従
業
員
や
女
性

管
理
職
比
率
が
各
部
門
別
平
均
値
の

六
〇
％
に
満
た
な
い
企
業
に
対
し
、

改
善
計
画
を
策
定
・
履
行
す
る
よ
う

指
導
す
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
対
象

事
業
所
は
毎
年
三
月
末
に
雇
用
改
善

の
目
標
値
や
実
績
、
雇
用
の
変
動
状

況
な
ど
を
雇
用
労
働
部
に
報
告
す
る

よ
う
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

女
性
の
雇
用
比
率
は
三
六
・

〇
四
％
で
前
年
比
横
ば
い

　

雇
用
労
働
部
は
九
月
二
二
日
、
積

極
的
雇
用
改
善
措
置
の
対
象
と
な
る

一
七
七
八
事
業
所
の
雇
用
状
況
に
関

す
る
調
査
結
果
を
発
表
し
た
。
そ
れ

に
よ
る
と
、
二
〇
一
二
年
末
の
女
性

雇
用
比
率
は
三
六
・
〇
四
％
で
前
年

同
期
比
〇
・
八
％
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し

た
。

　

対
象
機
関
別
に
み
る
と
、
従
業
員

五
〇
〇
～
九
九
九
人
の
民
間
企
業
は

韓　

国

女
性
の
雇
用
比
率
は
依
然
と
し
て
足
踏
み

積
極
的
雇
用
改
善
措
置
の
導
入
か
ら
六
年
―

表１　義務対象事業所の現況　（単位：事業所）

区分 合計
公共機関 民間企業

計
従業員

1,000人以上
従業員

1,000人未満
計

従業員
1,000人以上

従業員
1,000人未満

2013 1,778 260 67 193 1,518 704 814
2012 1,674 247 66 181 1,427 677 750
2011 1,547 245 64 181 1,302 610 692

資料出所：雇用労働部

表２　女性労働者の雇用比率および女性管理者比率（％）

区分
女性雇用比率 女性管理者比率

全体 公共機関 民間企業 全体 公共機関 民間企業

2012年末
計 36.04 33.61 36.46 17.02 11.55 17.96 

従業員1,000人以上 36.88 30.71 37.46 18.12 11.56 18.74 
従業員1,000人未満 35.40 34.61 35.59 16.18 11.54 17.28 

2011年末
計 35.24 32.35 35.74 16.62 11.01 17.59 

従業員1,000人以上 36.89 30.46 37.52 17.75 11.91 18.32 
従業員1,000人未満 33.92 33.04 34.13 15.72 10.68 16.93 

2010年末
計 34.87 31.19 35.56 16.09 10.53 17.13 

従業員1,000人以上 36.42 29.95 37.10 16.96 11.25 17.55 
従業員1,000人未満 33.67 31.63 34.20 15.41 10.28 16.76 

資料出所：雇用労働部
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中
国
①

上
海
市
が
若
年
層
の
長
期
失
業
者
に
支
援

策
―
労
働
市
場
参
入
へ
「
出
航
計
画
」

中
国
②

上
海
市
が
貧
困
世
帯
向
け
の
新
政
策
―
医

療
費
過
重
の
世
帯
に
生
活
保
障
金

　

上
海
市
で
は
、
人
的
資
源
社
会
保

障
部
と
共
産
主
義
青
年
団
と
の
共
同

で
、
二
〇
一
二
年
か
ら
若
年
層
の
長

期
失
業
者
を
対
象
に
支
援
策
を
実
施

し
て
い
る
。
労
働
市
場
へ
の
若
者
の

参
入
を
船
出
に
見
立
て
て
、
支
援
策

は
「
出
航
計
画
」
と
名
づ
け
ら
れ
、

二
〇
一
二
年
末
ま
で
に
同
市
の
若
年

登
録
失
業
者
数
を
一
〇
・
五
％
減
少

さ
せ
る
な
ど
、
一
定
の
成
果
を
あ
げ

て
い
る
。
急
激
な
高
学
歴
化
に
伴
い
、

中
国
の
若
年
層
で
は
、
学
歴
が
高
い

層
ほ
ど
失
業
率
が
高
く
な
る
傾
向
が

目
立
っ
て
い
る
。 

五
つ
の
政
策
で
構
成

　

支
援
策
は
五
つ
の
政
策
で
構
成
し

て
い
る
。
一
つ
目
は
、
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
の
構
築
。
家
庭
訪
問
な
ど
に
よ
り

長
期
失
業
状
態
の
若
年
者
の
状
況
に

つ
い
て
詳
し
い
調
査
を
行
い
、
こ
れ

を
「
出
航
計
画
人
員
情
報
管
理
シ
ス

テ
ム
」
に
登
録
す
る
。
情
報
に
は
家

庭
状
況
・
職
業
歴
・
就
職
へ
の
態
度

関
心
・
公
的
扶
助
制
度
の
受
給
状
況

な
ど
が
含
ま
れ
る
。
そ
れ
ら
を
基
に
、

各
人
へ
の
職
業
訓
練
の
斡
旋
な
ど
が

行
わ
れ
る
。
二
つ
目
が
キ
ャ
リ
ア
カ

ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
充
実
。
各
区
・
県

は
企
業
の
人
事
責
任
者
・
社
会
福
祉

の
専
門
家
・
心
理
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
な

ど
を
集
め
て
、
失
業
中
の
若
年
者
と

そ
の
両
親
に
対
し
て
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ

ン
セ
リ
ン
グ
を
行
う
。
三
つ
目
が
重

層
的
な
就
職
指
導
。
集
団
指
導
・
個

人
指
導
・
定
期
的
指
導
な
ど
柔
軟
か

つ
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
方
式
に
よ
り
、

各
若
年
者
そ
れ
ぞ
れ
の
需
要
に
適
応

す
る
こ
と
で
失
業
者
の
求
職
に
対
す

る
自
信
を
確
立
さ
せ
、
明
確
な
職
業

計
画
を
持
た
せ
、
就
職
の
機
会
を
高

め
る
。
四
つ
目
が
就
職
計
画
書
の
作

成
。
職
業
指
導
を
基
に
、
失
業
中
の

若
年
者
に
確
実
か
つ
実
行
可
能
な
就

業
計
画
書
を
制
定
さ
せ
る
。
例
え
ば
、

仕
事
経
験
が
な
く
技
術
や
能
力
が
不

足
し
て
い
る
若
者
に
対
し
て
は
、
職

業
訓
練
等
に
参
加
さ
せ
、
就
職
能
力

を
高
め
る
。
創
業
意
欲
を
持
つ
若
者

に
は
、
彼
ら
の
状
況
に
合
う
創
業
計

画
の
作
成
を
サ
ポ
ー
ト
し
、
創
業
を

促
す
。
最
後
に
五
つ
目
が
政
策
の
数

値
目
標
達
成
に
向
け
た
取
り
組
み
で

あ
る
。「
出
航
計
画
」
は
「
百
・
千
・

万
」
と
題
す
る
活
動
を
行
っ
て
お
り
、

つ
ま
り
「
百
回
の
就
職
相
談
会
の
開

催
、
千
の
事
業
会
社
の
動
員
、
一
万

の
職
場
の
提
供
」、「
百
回
の
専
門
指

導
講
座
の
開
催
、
一
〇
〇
〇
カ
所
の

イ
ン
タ
ー
ン
事
業
所
の
確
保
、
一
万

人
の
若
者
（
ま
た
は
そ
の
親
）
の
参

加
」
な
ど
を
目
標
と
し
て
い
る
。 

　

二
〇
一
二
年
末
ま
で
に
「
出
航
計

画
」
は
就
職
相
談
会
を
七
一
二
回
開

催
、
企
業
の
人
事
責
任
者
四
二
四
三

人
の
参
加
、
若
年
失
業
者
二
・
五
三

万
人
と
の
面
談
、
若
年
失
業
者
ま
た

は
そ
の
親
二
・
五
万
人
の
企
業
等
見

学
を
達
成
し
て
い
る
。 

若
年
失
業
の
三
つ
の
原
因　

　

若
年
層
の
失
業
は
、
一
般
的
に

言
っ
て
三
点
が
大
き
な
原
因
で
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
。
一
点
目
は
若
年
者

本
人
の
、
個
人
に
起
因
す
る
も
の
で

あ
る
。
多
く
の
若
年
者
が
ご
く
一
部

の
安
定
的
な
国
有
企
業
や
政
府
機
関

へ
の
就
職
を
希
望
し
て
い
る
。
ま
た

一
定
数
の
者
は
賃
金
に
対
す
る
期
待

が
高
す
ぎ
る
た
め
に
失
業
状
態
に
あ

る
。
そ
の
他
、
社
会
経
験
の
不
足
や

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
欠
如

も
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
二
点
目
は

家
庭
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
。
一

人
っ
子
政
策
の
影
響
の
た
め
か
親
が

過
保
護
な
ケ
ー
ス
も
あ
り
、
親
が
子

女
の
就
職
価
値
観
を
左
右
し
て
い
る
。

親
の
多
く
は
子
女
が
安
定
し
た
仕
事

に
就
く
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。
最
後

に
三
点
目
が
、
若
年
者
を
受
け
入
れ

る
社
会
の
側
の
問
題
で
あ
る
。
企
業

は
就
業
経
験
が
な
く
、
学
歴
水
準
も

高
く
な
い
若
年
者
を
雇
用
し
な
い
傾

向
に
あ
る
。
ま
た
一
部
の
企
業
が
提

供
す
る
待
遇
で
は
生
活
の
た
め
に
十

分
な
給
与
を
得
る
こ
と
が
出
来
ず
、

そ
の
事
が
若
年
層
に
不
公
平
感
や
希

望
の
欠
如
を
感
じ
さ
せ
て
い
る
。 

高
学
歴
層
に
目
立
つ
失
業

　

近
年
、
中
国
の
若
年
失
業
者
は
高

学
歴
化
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
西
南

財
経
大
学
が
実
施
し
た
調
査
「
中
国

都
市
部
失
業
報
告
」に
よ
る
と
、学
歴

が
高
け
れ
ば
高
い
ほ
ど
若
年
の
失
業

率
は
上
昇
す
る
傾
向
に
あ
る
。
小
学

校
卒
業
以
下
の
場
合
が
四
・
二
％
、

中
学
・
高
校
程
度
卒
業
者
が
約
八
％

の
一
方
で
、
三
年
制
大
学（
大
専
）程

度
卒
業
者
の
失
業
率
は
約
一
一
・

三
％
、
大
学
卒
業
以
上
の
者
の
失
業

率
は
一
六
・
四
％
に
達
し
て
い
る

（
注
）。

【
参
考
資
料
】

上
海
市
人
的
資
源
社
会
保
障
局
、
東
方
網
、

人
民
網
、
解
放
日
報

［
注
］

　
　

こ
の
調
査
に
お
け
る
失
業
率
の
定
義

は
中
国
政
府
の
そ
れ
と
は
異
な
る
。

　

上
海
市
は
九
月
一
日
、「
医
療
費
支

出
に
起
因
す
る
貧
困
世
帯
へ
の
生
活

救
助
方
法（
試
行
）」を
施
行
し
た
。収

入
は
最
低
生
活
保
障
制
度
の
対
象
世

帯
の
基
準
を
上
回
っ
て
い
る
も
の
の
、

家
族（
世
帯
員
）の
医
療
費
支
出
の
負

担
に
よ
っ
て
、
生
活
水
準
が
貧
困
レ

ベ
ル
に
あ
る
世
帯
を
支
援
し
よ
う
と

い
う
も
の
で
、
北
京
市
で
も
同
様
の

制
度
の
創
設
を
検
討
し
て
い
る
。 

支
出
増
に
よ
る
生
活
困
窮
も

考
慮

　

各
地
方
政
府
は
貧
困
世
帯
を
対
象

に
最
低
生
活
保
障
制
度
を
実
施
し
て

お
り
、
各
世
帯
の
収
入
状
況
を
踏
ま

え
て
（
中
央
政
府
・
地
方
政
府
双
方

の
財
源
で
）
現
金
等
を
支
給
し
て
い

る
。
上
海
市
が
今
回
創
設
し
た
の
は
、

世
帯
収
入
に
だ
け
着
目
す
る
の
で
は

な
く
、
医
療
費
の
支
出
状
況
を
考
慮

し
た
制
度
。
収
入
が
基
準
以
上
で

あ
っ
て
も
、
世
帯
員
の
医
療
費
支
出

が
過
重
で
あ
る
た
め
に
、
最
低
生
活

制
度
で
定
め
ら
れ
た
最
低
生
活
の
基

準
に
満
た
な
い
世
帯
の
事
例
を
考
慮

し
た
。 

　

対
象
者
は
上
海
市
の
都
市
・
農
村

戸
籍
の
い
ず
れ
か
を
有
す
る
市
民
、

お
よ
び
上
海
に
居
住
す
る
非
戸
籍
保

有
者
。
非
戸
籍
保
有
者
の
場
合
は
次

の
い
ず
れ
か
の
条
件
を
満
た
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

●
重
度
の
病
気 

●
労
働
能
力
の
喪
失 

●
配
偶
者
が
男
性
六
〇
歳
以
上
、
女

性
五
〇
歳
以
上 

●
子
女
が
一
六
歳
未
満
ま
た
は
一
六
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す
る
就
業
者
は
、
一
九
九
一
年
の
六

五
〇
〇
万
人
か
ら
二
〇
一
二
年
に
は

六
億
七
〇
〇
〇
万
人
に
増
加
し
た
。

し
か
し
、
依
然
と
し
て
、
貧
困
線
を

下
回
る
就
業
者
が
約
六
億
人
、
貧
困

線
を
わ
ず
か
に
上
回
る
就
業
者
が
約

五
億
人
に
上
る
と
い
う
。

同
論
文
の
概
要
は
以
下

の
と
お
り
。

過
去
二
〇
年
間
に

貧
困
層
就
業
者
の

割
合
が
四
六
ポ
イ

ン
ト
低
下

　

ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域

で
は
、
過
去
二
〇
年
間

に
就
業
者
の
経
済
階
層

分
布
が
劇
的
に
シ
フ
ト

し
た
（
表
１
）。
一
九

九
一
年
に
は
、
地
域
の

就
業
者
の
う
ち
、
世
帯

所
得
一
人
一
日
当
た
り

一
・
二
五
米
ド
ル
以
下

の
「
極
貧
困
層
」
が
約

五
五
％
、
一
・
二
五
～

二
米
ド
ル
の「
貧
困
層
」

が
約
二
五
％
を
占
め
て

い
た
。
つ
ま
り
、
地
域

の
労
働
力
の
八
〇
％
が

貧
困
層
に
属
し
、
二
～

四
米
ド
ル
の
「
貧
困
に

近
い
層
」
も
約
一
四
％

で
あ
っ
た
。
他
方
、
四

米
ド
ル
以
上
の
「
中
間

層
以
上
」
は
わ
ず
か

五
％
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
、
二
〇
一
二

年
の
就
業
者
の
経
済
階

層
分
布
は
、「
極
貧
困

層
」
が
約
一
三
％
、「
貧
困
層
」
が
二

〇
％
強
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
減
少
し
た
。

両
者
を
合
わ
せ
た
貧
困
生
活
を
送
る

労
働
力
の
割
合
は
、
過
去
二
〇
年
間

に
四
六
ポ
イ
ン
ト
も
低
下
し
、
三

四
％
ま
で
大
幅
に
減
少
し
た
。「
貧

困
に
近
い
層
」
の
就
業
者
の
割
合
は

約
二
八
％
へ
と
増
加
し
た
。
他
方
、

「
中
間
層
以
上
」
の
就
業
者
の
割
合

は
三
三
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
、
約
三

八
％
ま
で
増
加
し
た
。
ア
ジ
ア
太
平

洋
地
域
に
お
い
て
、
一
九
九
八
年
以

　

国
際
労
働
機
関
（
Ｉ
Ｌ
Ｏ
）
ア
ジ

ア
太
平
洋
総
局
は
八
月
三
〇
日
、「
経

済
階
級
と
労
働
市
場
へ
の
包
摂
：
ア

ジ
ア
太
平
洋
途
上
国
の
働
く
貧
困
層

及
び
中
間
層
労
働
者
」
と
題
す
る
論

文
を
発
表
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
に
お
け
る
過
去

二
〇
年
間
の
力
強
い
経
済
成
長
は
、

数
百
万
の
人
々
が
貧
困
層
か
ら
抜
け

出
す
こ
と
を
助
け
た
。
中
間
層
に
属

歳
で
中
学
・
高
校
・
中
等
職
業
学

校
の
い
ず
れ
か
に
在
学

　

ま
た
、
最
低
生
活
保
障
制
度
の
受

給
世
帯
は
受
給
で
き
な
い
。 

　

そ
の
他
、
申
請
者
は
下
記
の
四
つ

の
条
件
を
全
て
満
た
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
一
点
目
に
世
帯
員
に
対
し

て
入
院
治
療
・
外
来
診
察
に
よ
る
重

度
の
病
気
の
治
療
・
在
宅
看
護
治
療

の
い
ず
れ
か
を
行
っ
て
い
る
。
二
点

目
に
申
請
前
六
カ
月
の
医
療
費
支
出

が
世
帯
可
処
分
所
得
を
上
回
る
か
、

あ
る
い
は
世
帯
可
処
分
所
得
か
ら
医

療
費
を
差
し
引
い
た
額
を
世
帯
人
数

で
除
し
た
値
が
最
低
生
活
保
障
基
準

よ
り
低
い
。
三
点
目
に
申
請
前
一
二

カ
月
の
世
帯
一
人
当
た
り
可
処
分
所

得
が
上
海
市
の
前
年
度
の
都
市
住
民

一
人
当
た
り
可
処
分
所
得
よ
り
低
い
。

最
後
に
四
点
目
と
し
て
、
世
帯
の
財

産
状
況
が
上
海
市
の
最
低
生
活
保
障

申
請
認
定
基
準
に
合
致
す
る
こ
と
で

あ
る
。 

給
付
額
は
全
額
と
差
額
の
二

種
類

　

給
付
額
は
世
帯
状
況
に
応
じ
、
最

低
生
活
保
障
制
度
で
支
給
さ
れ
る
額

の
全
額
、
ま
た
は
所
得
と
の
差
額
と

な
る
。
申
請
前
六
カ
月
の
医
療
費
支

出
が
世
帯
可
処
分
所
得
を
上
回
る
場

合
、
全
額
支
給
と
な
る
。
申
請
前
六

カ
月
の
医
療
費
支
出
が
世
帯
可
処
分

所
得
を
上
回
ら
な
い
も
の
の
、
可
処

分
所
得
か
ら
医
療
費
支
出
を
差
し
引

い
た
額
を
世
帯
人
数
で
除
し
た
値
が

最
低
生
活
保
障
基
準
よ
り
も
低
い
場

合
は
、
そ
の
額
と
最
低
生
活
保
障
基

準
の
差
額
が
支
給
さ
れ
る
。 

北
京
市
も
導
入
を
検
討

　

北
京
市
は
八
月
に
「
首
都
民
生
事

業
改
革
発
展
網
要
（
二
〇
一
三

－

一

五
）」を
発
表
し
た
。
そ
の
中
で
低
収

入
世
帯
の
所
得
倍
増
計
画
を
策
定
し

た
ほ
か
、今
回
の
上
海
市
の
新
制
度
と

類
似
の
制
度
の
創
設
を
め
ざ
す
と
し

て
お
り
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
は
今

秋
に
も
決
定
さ
れ
る
見
通
し
で
あ
る
。

【
参
考
資
料
】

東
方
網
、
上
海
市
、
人
民
網
、
新
京
報

（
国
際
研
究
部
）

Ｉ
Ｌ
Ｏ

ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
の
中
間
層
が
大
幅
拡

大
―
貧
困
線
以
下
の
就
業
者
も
六
億
人

表1　アジア太平洋地域の経済階級別就業者数（1991 ～ 2017年、100万人）
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降
、
絶
対
数
が
最
も
大
幅
に
増
加
し

た
の
は
「
中
間
層
以
上
」
の
就
業
者

で
あ
り
、
新
し
く
生
ま
れ
た
仕
事
の

ほ
と
ん
ど
は
中
間
層
の
職
で
あ
っ
た
。

　

ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
全
体
の
急
速

な
発
展
は
、
主
に
東
ア
ジ
ア
地
域
の

中
間
層
就
業
者
の
並
外
れ
た
増
加
に

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
。
東
ア
ジ
ア

地
域
の
全
就
業
者
に
占
め
る
「
中
間

層
以
上
」
の
割
合
は
、
一
九
九
一
年

の
五
％
未
満
か
ら
二
〇
一
二
年
に
は

六
〇
％
以
上
に
増
加
し
た
。
南
東
ア

ジ
ア
地
域
お
よ
び
太
平
洋
地
域
に
お

い
て
も
、「
中
間
層
以
上
」
の
就
業
者

は
、
同
期
間
中
に
全
就
業
者
の
一

二
％
か
ら
三
三
％
に
増
加
し
た
。
し

か
し
、
南
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
二

〇
一
二
年
の
「
中
間
層
以
上
」
の
就

業
者
の
割
合
は
、
九
％
未
満
に
過
ぎ

な
か
っ
た
。
依
然
と
し
て
、
南
ア
ジ

ア
地
域
の
就
業
者
の
う
ち
、「
極
貧
困

層
」
と
「
貧
困
層
」
が
六
一
％
以
上
、

「
貧
困
に
近
い
層
」
が
三
〇
％
を
占

め
て
い
る
。

二
〇
一
七
年
に
は
中
間
層
就

業
者
が
全
労
働
力
の
半
分
を

占
め
る
予
想

　

ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
の
「
中
間
層

以
上
」
の
就
業
者
の
割
合
は
、
二
〇

一
七
年
に
全
労
働
力
の
半
分
（
九
億

三
二
〇
〇
万
人
）
を
占
め
る
ま
で
増

加
す
る
と
予
想
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、

東
ア
ジ
ア
地
域
に
お
い
て
、
二
〇
一

二
年
か
ら
二
〇
一
七
年
ま
で
の
間
に
、

「
中
間
層
以
上
」
の
就
業
者
が
一
億

八
〇
〇
〇
万
人
増
加
す
る
と
い
う
予

測
に
基
づ
く
。
こ
れ
ら
の
予
測
は
、

中
国
の
成
長
と
雇
用
実
績
に
大
き
く

依
存
し
て
い
る
。

　
「
貧
困
層
」
お
よ
び
「
貧
困
に
近

い
層
」
の
就
業
者
の
割
合
は
、
ア
ジ

ア
太
平
洋
地
域
全
体
で
減
少
す
る
と

予
想
さ
れ
る
。
南
東
ア
ジ
ア
地
域
と

太
平
洋
地
域
で
は
、「
極
貧
層
」
お
よ

び
「
貧
困
層
」
の
就
業
者
の
割
合
が

二
〇
一
二
年
か
ら
二
〇
一
七
年
の
期

間
に
一
〇
ポ
イ
ン
ト
低
下
し
、
二

三
％
未
満
ま
で
減
少
す
る
。
他
方
、

「
貧
困
に
近
い
層
」
の
就
業
者
は
ほ

と
ん
ど
変
化
が
な
く
、
二
〇
一
七
年

に
も
労
働
力
の
三
分
の
一
を
占
め
る

と
予
想
さ
れ
る
。

　

南
ア
ジ
ア
地
域
の
「
極
貧
困
層
」

「
貧
困
層
」「
貧
困
に
近
い
層
」
の
三

つ
の
経
済
階
層
に
属
す
る
就
業
者
の

割
合
は
、
二
〇
一
七
年
も
全
体
の
約

八
七
％
を
占
め
る
と
予
想
さ
れ
る
。

こ
の
地
域
に
は
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
地

域
全
体
の
「
働
く
貧
困
層
」
の
四
分

の
三
が
居
住
す
る
一
方
、「
中
間
層
以

上
」
就
業
者
の
一
〇
％
し
か
居
住
し

な
い
可
能
性
が
高
い
。
し
か
し
、
こ

の
地
域
に
お
い
て
も
、
二
〇
一
二
年

か
ら
二
〇
一
七
年
ま
で
の
「
中
間
層

以
上
」
就
業
者
の
増
加
は
、
全
就
業

者
の
増
加
の
六
〇
％
を
占
め
る
と
予

想
さ
れ
る
。

教
育
、
良
質
な
就
業
機
会
、

若
年
者
の
雇
用
の
質
が
貧
困

層
と
中
間
層
の
違
い
を
生
む

　

本
論
文
で
は
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
地

域
途
上
国
の
う
ち
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、

イ
ン
ド
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
ベ
ト
ナ

ム
の
四
カ
国
に
焦
点
を
当
て
、
経
済

階
層
（
表
２
）
と
経
済
活
動
参
加
、

教
育
水
準
、
良
質
な
就
業
機
会
、
性

別
、
若
年
者
雇
用
と
の
関
係
性
を
分

析
し
て
い
る
。

　

教
育
水
準
に
つ
い
て
は
、
世
帯
所

得
一
人
一
日
当
た
り
二
～
四
米
ド
ル

の
「
貧
困
に
近
い
層
」
以
下
の
経
済

階
層
の
世
帯
出
身
者
の
中
に
中
等
・

高
等
教
育
修
了
者
が
少
な
い
こ
と
か

ら
、
高
等
教
育
、
職
業
訓
練
の
利
用

可
能
性
を
強
化
し
、
よ
り
高
給
を
得

ら
れ
る
生
産
的
な
仕
事
を
得
る
た
め

に
必
要
な
、
よ
り
高
い
技
能
の
習
得

を
支
援
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と

し
て
い
る
。

　

雇
用
の
質
と
安
定
性
に
つ
い
て
は
、

脆
弱
な
雇
用
（
自
営
業
者
お
よ
び
家

族
従
業
者
）
や
臨
時
雇
用
の
蔓
延
度
、

生
産
性
の
低
い
農
業
で
の
雇
用
、
労

働
時
間
の
十
分
性
を
基
準
に
測
定
し

た
結
果
、
か
な
り
の
程
度
、
経
済
階

層
の
違
い
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
が

分
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
イ
ン
フ
ラ

投
資
を
増
加
し
、
農
業
部
門
か
ら
付

加
価
値
の
高
い
工
業
部
門
や
サ
ー
ビ

ス
部
門
に
移
行
さ
せ
る
こ
と
が
決
定

的
に
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
労
働
市

場
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
改
善
が
労
働
条

件
の
改
善
や
賃
金
の
引
き
上
げ
に
寄

与
す
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

性
別
に
つ
い
て
は
、
雇
用
の
質
に

お
け
る
男
女
格
差
が
広
く
存
在
し
、

女
性
は
経
済
階
層
に
か
か
わ
ら
ず
、

よ
り
困
難
な
状
況
に
直
面
し
て
い
る
。

し
か
し
、
出
身
家
庭
が
豊
か
な
ほ
ど
、

教
育
水
準
お
よ
び
経
済
活
動
参
加
に

お
け
る
男
女
格
差
が
狭
ま
る
傾
向
が

あ
り
、
中
間
層
に
属
す
る
こ
と
が
社

会
や
労
働
市
場
に
お
け
る
性
差
別
の

削
減
に
影
響
を
与
え
る
と
し
て
い
る
。

　

若
年
者
雇
用
に
つ
い
て
は
、「
貧
困

に
近
い
層
」
以
下
の
家
庭
出
身
の
若

年
就
業
者
に
と
っ
て
は
、
高
等
教
育

修
了
が
生
産
的
な
有
給
の
雇
用
を
得

る
た
め
の
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い

る
。
学
校
か
ら
職
場
へ
の
移
行
を
円

滑
に
す
る
教
育
訓
練
制
度
の
改
善
、

労
働
市
場
政
策
へ
の
投
資
、
若
年
者

の
企
業
家
精
神
の
育
成
お
よ
び
若
年

者
の
権
利
保
障
は
、
恵
ま
れ
な
い
若

者
に
と
っ
て
大
き
な
助
け
と
な
る
。

加
え
て
、
総
需
要
の
喚
起
や
金
融
ア

ク
セ
ス
の
改
善
を
推
進
す
る
こ
と
が

で
き
る
雇
用
中
心
の
経
済
政
策
が
必

要
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
国
際
研
究
部
）

表2　性別・経済階級別雇用者数
雇用者の分布（％） 雇用者

数合計
（千人）

US$1.25
以下

US$1.25
～ US$2

US$2
～ US$4

US$4
以上

カンボジア 36.5 29.0 24.9 9.6 6,622

男性 36.7 28.6 24.7 9.9 3,339

女性 36.3 29.4 25.1 9.2 3,283

インド 29.3 37.0 27.2 6.5 374,286

男性 29.0 37.0 27.3 6.6 278,050

女性 30.2 37.0 26.8 6.0 96,236

インドネシア 27.4 37.8 27.7 7.1 91,057

男性 26.7 38.3 28.1 6.9 57,904

女性 28.5 37.0 26.9 7.6 33,153

ベトナム 20.2 27.5 36.3 16.0 47,161

男性 19.6 27.1 36.9 16.5 23,701

女性 20.8 27.9 35.7 15.6 23,459

合計 28.3 36.2 28.1 7.5 519,125

男性 28.1 36.5 28.0 7.3 362,994

女性 28.6 35.4 28.1 7.9 156,131


